
外的事象に関する原子力規制委員会の取組みの例

原子力規制庁 長官官房審議官
森下泰

2023/2/2 日本原子力学会 原子力安全部会 新検査制度の効果的な実施に関する検討WG



外的事象に対する審査の取組み例

島根原子力発電所２号炉に関する審査の概要より https://www.nra.go.jp/data/000371938.pdf
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外的事象に対する審査の取組み例

東海第二発電所に関する 審査の概要より https://www.nra.go.jp/data/000263607.pdf
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外的事象に対する審査の取組み例

女川原子力発電所２号炉に関する 審査の概要より https://www.nra.go.jp/data/000323049.pdf
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外的事象に対する主な検査ガイド

１ 施設・設備の稼働前
• 使用前事業者検査に対する監督

２ 施設・設備の稼働後
事業者の対応の監視
• 自然災害防護
• 地震防護
• 津波防護

施設の設計の妥当性等
• 設計管理

参考：基本検査運用ガイドのページ https://www.nucleardocument.nsr.go.jp/kensaguide/



使用前事業者検査に対する監督 検査ガイドの概要

目的
本検査において､検査官は､原子炉等規制法第61条の2の2第1項第1号ｲ又はﾊで規定している事業者検査等の実

施状況を確認する｡
事業者検査等は､原子力施設の種別ごとに表2に示す技術上の基準に適合するものであることが確認事項に含

まれているため､検査官は法第61条の2の2第1項第2号に規定されている事項(技術上の基準の遵守)の遵守状況に
ついても確認する｡（略）

検査対象
原子力施設を設置又は変更する以下の工事に係る全ての事業者検査等を本検査の対象とする｡なお､原子力施

設を変更する場合であって､当該施設に影響を与えない設備の撤去の工事及び改めて設工認等の認可又は届出の
手続きを要さない取替工事の使用前確認を要さない事業者検査等についても､本検査の対象とする｡

(1) 設置の工事: （略）
(2) 発電用原子炉の基数の増加：（略）
(3) 発電用原子炉施設の基数の増加の工事以外の変更の工事：（略）
(4) 改造の工事:（略）
(5) 修理の工事:（略）
(6) 取替工事:（略）

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定し てもよい。 （略）



自然災害防護 検査ガイドの概要

目的
（略）原子力施設の種別ごとの保安のための措置に係る規則条項で規定される設計想定事象、重大事故

等又は大規模損壊に係る原子力施設の保全に関する措置（以下「保全に関する措置」 という。）におけ
る自然災害防護の活動状況を確認する。当該事項は、法第 61 条の２の２第１ 項第３号イで規定する事項
（保安規定）のうち、表１に示す保安規定記載事項に係る規則条項で 規定される保全に関する措置及び
非常の場合に講ずべき処置に係る活動状況の確認と併せて行う。 また、法第 61 条の２の２第１項第２号
で規定する事項（技術上の基準の遵守）のうち、表２に示す原子力施設の種別ごとの技術基準に係る規則
条項で規定される、外部からの衝撃による損傷の防止基準の遵守状況を確認する。 これらの確認対象と
なる事業者の活動は、防災・非常時対応の検査分野における体制、訓練・ 教育及び機材並びに設備の保
全の他、運転員能力等にも関連することから当該活動に関連する他の検査運用ガイドの適用も踏まえて確
認する。

検査対象
異常気象によって生じる自然災害等(※)に対する施設の防護対策の準備状況について、以下を検査対象

とし、自然災害等に係る事業者の防護計画、設備の運転管理及び不適合の是正処置等 の適切性を確認す
る。

(1)外部電源及び代替交流電源システムの準備状態
(2)季節ごとの極端な気象条件に対する対応策
(3)差し迫る悪天候に対する準備状況
(4)外部溢水に対する準備状況

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。
(※) 近隣施設等の外的要因によって生じる災害も含む。



地震防護 検査ガイドの概要

目的
（略）原子力施設の種別ごとの保安のための措置に係る規則条項で規定される設計想定事象、重大事故

等又は大規模損壊に係る原子力施設の保全に関する措置（以下「保全に関する措置」という。）における
地震防護の活動状況を確認する。当該事項は、法第 61 条の２の２第１項第３号イで規定する事項（保安
規定）のうち、表１に示す保安規定記載事項に係る規則条項で規定される保全に関する措置及び非常の場
合に講ずべき処置に係る活動状況の確認と併せて行う。 また、法第 61 条の２の２第１項第２号で規定す
る事項（技術上の基準の遵守）のうち、表２に示す原子力施設の種別ごとの技術基準に係る規則条項で規
定される地震防護基準の遵守状況を確認する。これらの確認対象となる事業者の活動は、防災・非常時対
応の検査分野における体制、訓練・教育及び機材並びに設備の保全の他、運転員能力等にも関連すること
から当該活動に関連する他 の検査ガイドの適用も踏まえて確認する。

検査対象
施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震力に対する安全機能が損なわれるおそれがないよう、災害

が発生する恐れがある場合及び発生した場合に備えた体制並びに手順等が整備されていることを踏まえ、
以下を検査対象に選定する。

(1)地震発生時に備えた施設等の波及的影響防止対策
(2)地震発生時に備えた設備の保管状況
(3)地震発生時に備えた体制の準備状態
(4)地震発生時における施設等の影響確認状況
(5)上記(1)以外の新たな波及的影響の観点の抽出状況
(6)新たな知見等の収集、反映状況

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。



津波防護 検査ガイドの概要

目的
（略）原子力施設の種別ごとの保安のための措置に係る規則条項で規定される設計想定事象、重大事故等又は

大規模損壊に係る原子力施設の保全に関する措置（以下「保全に関する措置」という。）における津波防護の活
動状況を確認する。当該事項は、法第 61 条の２の２第１項３号イで規定する事項（保安規定）のうち、表１に
示す保安規定記載事項に係る規則条項で規定され る保全に関する措置及び非常の場合に講ずべき処置に係る活
動状況の確認と併せて行う。 また、法第 61 条の２の２第１項第２号で規定する事項（技術上の基準の遵守）の
うち、表２に 示す原子力施設の種別ごとの技術基準に係る規則条項で規定される津波防護基準の遵守状況を確
認する。これらの確認対象となる事業者の活動は、防災・非常時対応の検査分野における体制、訓練・ 教育及
び機材並びに設備の保全の他、運転員能力等にも関連することから当該活動に関連する他 の検査運用ガイドの
適用も踏まえて確認する。

検査対象
施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（津波警報が発表されない可能性のある津波を含む）に対する安

全機能が損なわれないよう、災害が発生するおそれがある場合及び発生した 場合に備えた体制並びに手順等が
整備されていることを踏まえ、以下を検査対象に選定する。なお、許可において地理的状況から基準津波に対し
て安全機能が損なわれないため津波防護設計の要求がない施設は検査対象施設から除いてもよい。

(1) 津波発生時に備えた施設等の影響防止対策
(2) 津波発生時に備えた設備の保管状況
(3) 津波発生時に備えた体制の準備状態
(4) 津波発生時における津波観測及び原子力施設の影響確認状況の評価
(5) 新たな知見等の収集、反映状況の評価

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。



設計管理 検査ガイドの概要

目的
原子力施設の種別ごとの保安のための措置に係る規則条項で規定される原子炉施設の施設管理における設計管

理の活動状況を確認する。当該事項は、法第61条の２の２第１項第３号イで規定する事項（保安規定）のうち、
表１に示す保安規定記載事項に係る規則条項で規定される品質マネジメントシステム及び原子炉施設の施設管理
に係る活動状況の確認と併せて行う。また、当該活動については、原子力施設の保安のための業務に係る品質管
理に必要な体制の基準に関する規則で規定する、設計開発等の関連条項への適合性も確認する。

これらの確認対象となる事業者の活動は、施設管理の他、防災・非常時対応、放射線管理の検査分野に関連す
る設備・機器等にも関係することから、当該活動に関連する他の検査運用ガイド の適用も踏まえて確認する。

検査対象
監視領域小分類「発生防止」「影響緩和」及び「閉じ込めの維持」等に係る安全上重要な機器等のうち「既存

の安全上重要な構築物、系統及び機器の性能や機能を改善する目的で実施する改造に関する設計」に関する新
設・改造工事を対象として、下記(1)又は(2)の検査を行うが、原状復帰を前提とする一時的な改造における設計
管理については、「作業管理」の検査運用ガイドを用いて検査を行うこととする。なお、ここで対象としている
原子力施設における設計については、5.1を参照のこと。

(1)設計要求事項が明確であり、デザインレビューが適切に実施され、必要な検証及び妥当性 の確認が実施
されていることを確認する検査（以下、「設計管理の適切性検査」という。）
(2)設計要求が、検査対象とする構築物、系統及び機器の性能、機能等と整合していることを確認する検査
（以下「設計要求と性能、機能等の整合性検査」という。）

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。



関連の検査実績の例（R4報告書より）
使用前事業者検
査に対する監督

自然災害防護 地震防護 津波防護 設計管理

検
査
対
象

１号機 緊急時対
策棟連絡通路接
続工事＠川内

第３直流電源増
設工事＠大飯、
高浜、玄海

台風接近に伴う予防措
置＠川内
（台風 14 号接近に係る
中央制御室における活
動（運転員能力）、台
風接近に伴う予防措置
等に係る体制（緊急時
対応組織の維持））

堰堤（地滑り対策設
備）
3号機EDG改良型フィル
タ（降下火砕物対策設
備）＠高浜

２号機 原子炉建屋非管
理区域への雨水流入事
象＠女川

緊急時対策棟（指
揮所、休憩所）連
絡通路設置に伴う
耐震評価 ＠川内

原子炉保護用地震
計の保守点検＠玄
海

観測用地震計復旧
状況の確認＠柏崎
刈羽

津波評価条件の変
更の要否に係る定
期的な確認 ＠川
内

取水路防潮ゲート
衛生通信設備
3，4号機中間建屋
水密扉＠高浜

津波監視装置の健
全性確認＠玄海

1号機溢水防止壁
設置工事＠女川

３、４号機 竜巻
影響評価における
設計条件の一部変
更に係る設計管理
＠浜岡



新規制基準対応で設置された施設等のイメージ

https://www.kyuden.co.jp/var/rev0/0310/1959/457rej3k.pdf



新規制基準対応で設置された施設等のイメージ

https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2020/pdf/0226_2j_01.pdf


